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インボイス制度が令和 5年 10 月 1 日から始まります。

すでに、多くの企業がインボイス制度への対応をされているなかで、
金融機関行職員に対して、お客さま（中小企業・個人事業主などの取引
先）より具体的に何をすればよいのかわからないというお問合せやご相
談を受けるケースが増加してきており、それに対して、金融機関行職員
は、誤りなく対応することが求められています。

そこで、本書では、インボイス制度に関する基本的なお問合せと、イ
ンボイス制度に関する取引先からのご相談を想定して、Q&Aに簡潔に
まとめました。

税制度は正確に把握しておく必要がある上に、個々のお客さまの事情
に応じたさまざまな対応が必要となります。そのため、「インボイス制
度にはメリットがあります」などと一律の対応をすると、クレームにつ
ながってしまいます。
基本的な制度の概要のお問合せに対応するだけでなく、クレームを回

避するために、本書Q&Aの「A」（Answer）に記載の内容を、最低限
の対応として、しっかりと頭に入れておくことをおすすめします。

お客さまがインボイス制度に関心が高まる理由は、消費税の納税額に
影響することにあります。

インボイスとは、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書をいい
ます。
売り手が買い手に対して正確な消費税額等を伝える手段がインボイス

であり、買い手は、そのインボイスを受け取ることで、消費税の仕入税
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額控除が受けられるようになります。仕入税額控除とは、商品の販売や
提供の際に預かった消費税から仕入れの際に預けた消費税を差し引く
（控除する）ことです。

現在、免税事業者（売上が 1,000 万円以下）の場合は、消費税を納め
る必要はありませんが、インボイス制度が開始すると、免税事業者はイ
ンボイスを発行することができません。そのため買い手は免税事業者と
取引した場合、インボイスを受け取ることができないため、消費税の納
税額負担が大きくなります。そこで、買い手は免税業者に対して、イン
ボイスを発行する課税事業者（適格請求書発行事業者）となって、イン
ボイスを発行するように求めることが予想されます。免税事業者にとっ
ては、適格請求書発行事業者になると、今まで納めていなかった消費税
を納める必要があるため、適格請求書発行事業者になるべきか悩むケー
スが生じます。

このようなケースに対して、お客さまよりお問合せやご相談を受けた
場合に対応できるように、本書は、解説に図表を多用してわかりやすく
解説しています。

本書を活用することで、お客さまの本業支援の一助となるよう祈念し
てやみません。

令和 5年 6月 9日

辻・本郷税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
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消費税とは、簡潔に言えば、商品・製品の販売やサービスの提供等の
取引に対して広く公平に課税される税で、商品等の価格に上乗せされた
消費税と地方消費税分を最終的に消費者が負担するというものです。し
かし、法人税や所得税等と大きく異なり、消費税を負担すべき消費者が
納付するのではなく、各取引の段階で消費税を預かった事業者が消費者
に代わり納付するという仕組み（間接税）となっています。
間接税である消費税は最終的な負担者は消費者ですが、通常モノやサ
ービスは生産や流通、販売等の各取引段階を経て消費者に届きます。そ
の途中の各取引でも消費税は当然発生しますが、各事業者及び最終負担
者である消費者が支払う消費税には前段階で事業者が支払った消費税も

企業が支払う消費税の 
仕組みとは？

解  説

企業の納める消費税は、消費者から預かった消費
税額から取引先へ支払った消費税額を控除して
計算します。

消費税は、事業者が商品や製品を販売し、サービスを提供
することなどにより消費者から預かった消費税額から、仕
入れの際に取引先に支払った消費税額を控除して、納付す
る消費税額を計算する仕組みを採っています。この各取引
段階で税が累積しないようにする仕組みを仕入税額控除と
いいます。仕入税額控除を行うためには帳簿や請求書等の
保存が求められ、これらの記載事項について消費税法で定
められています。

A
1ｰ1
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Q 1ｰ1　企業が支払う消費税の仕組みとは？

累積し、二重課税となってしまいます。そこで消費税の仕組みでは、事
業者が商品や製品を販売し、サービスを提供することなどにより消費者
から預かった消費税額から、仕入れの際に取引先に支払った消費税額を
控除して納付する消費税額を計算し、各取引段階で税が累積しないよう
にしています。これを仕入税額控除といいます。

◎消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ

製造業者

▼
申告・納税

▼
申告・納税

▼
申告・納税

取　

引

消
費
税

売上 50,000

消費税① 5,000

納付税額・A

 ①＝5,000

卸売業者

売上 70,000

消費税② 7,000

仕入れ 50,000

消費税① 5,000

納付税額・B

 ②－①＝2,000

小売業者

取　

引

消
費
税

売上 100,000

消費税③ 10,000

仕入れ 70,000

消費税② 7,000

納付税額・C

 ③－②＝3,000

消費者

支払総額 110,000

消費者が負担した
消費税 10,000
各事業者が個別に
納付した消費税
A＋B＋Cの合計

消費税と地方消費税を合わ
せた税率（10％）で計算し
ています。（単位：円）

出典：国税庁ウェブサイトをもとに作成
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